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定期監査の結果に関する報告に係る措置の通知について

令和４年２月７日付け監査報告第４号により提出のありました定期監査の結

果に関する報告書において、改善が必要な事項として指摘のありました事項に

ついて、別添のとおり改善措置を講じましたので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９９条第１４項の規定により通知します。



監査の結果に基づき講じた改善措置

上下水道局給水課

上下水道局北部事務所

上下水道局北部事務所について

［指摘事項］

(1) 時間外勤務命令について、以下の事例が見受けられた。適正に勤務時間を

管理されたい。

ア 週休日に６時間を超えて勤務をした場合において、当該職員（２名）に

休憩時間を与えていなかった。

上下水道局給水課及び北部事務所について

［指摘事項］

(2) 給水装置の新設に伴う納付金については、下関市水道事業給水条例（以下

「給水条例」という。）第７条第２項の規定により、給水装置の新設等の工

事に着手する前にこれを納付しなければならないが、納付金を納付する前に

給水装置の新設に伴う配水管からの分岐工事を行っている事例が見受けら

れた。所管課の説明では、納付金の納入確認については、分岐工事の有無に

関係なく、給水装置の新設工事の完了後に給水装置工事検査申請書と給水申

込書が提出された際に行うのを通例としており、また、給水条例における給

水装置の新設の工事には配水管からの分岐工事が含まれるとのことであっ

た。納付金の納入の確認を適時に行う等、給水条例の規定に則して適正に収

納事務を行われたい。

（改善措置状況）

今回の指摘を受け、下関市上下水道局職員就業規則を一部改正（令和４

年４月１日施行）し、時間外勤務等を命じた場合における休憩時間の付与

規定を新設した（令和４年３月３１日付け局内通知済）。

今後は、労働基準法及び下関市上下水道局職員就業規則の規定に基づき、

職員に対し適正に休憩時間を付与するべく勤務時間の管理を徹底する。

（改善措置状況）

今回の指摘を受け、令和４年２月１日から納付金の収納は「分岐工事着

手前」に改めたが、給水条例第７条第２項に規定する「工事着手前」が「分

岐工事前」であると明確に規定されておらず、納付金を分岐工事着手前に

収納することで規定どおり収納事務がなされているか疑義が生じたため、

納付金の納付時期の見直しを行い、納付時期を明確にすること、及び工事



以上

申込者の納付金準備期間に余裕をもたせるため、給水条例を一部改正する

ことにより、条例上も納付金の納付期限を「工事着手前」から「管理者か

らメータの貸与を受ける日まで」に改めた。（令和５年４月１日施行）


